
お悩みごと
お困りごと

豊郷町に住民登録のある産後１年以内のお母さんで産後ケア事業を必要とする方
※治療中の御病気がある方の利用についてはご相談ください。

※妊娠週数に関係なく、流産・死産・人工妊娠中絶後された方もご利用いただけます。

１回の出産につき合計７回（ご希望の事業を組み合わせてご利用ください。）

「産後ケア」は
不安定になりがちなお母さんの体と心のケア

育児のサポートを行っています。

子育てがつらいと感じるとき
搾乳がうまくいかないとき
お母さんが眠れないとき
赤ちゃんと二人で不安なとき

そんなときは「産後ケア」を利用してみませんか？
まずは町保健師までご相談ください。



サービスの内容

利用を希望される方は母子保健係保健師までお問い合わせください。

保健師との面談実施後、申請書を提出いただきます。

面談・申請内容を踏まえていつ、どこで利用いただくかを施設側と調整します。

③の内容を保健師からお知らせします。

利用日当日に医療機関等に利用料金をお支払いください。
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利用できる施設

利用の流れ

注意事項
 利用決定後、キャンセル・変更の場合は に保健福祉課と実施施
設へ連絡をお願いします。

 実施施設の定める日時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生します。

※キャンセル料等の施設ごとの取り扱いは「ハグナビしが」でご確認ください。

 


